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日
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医
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意
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
年
四
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
創
設
さ
れ
様
々
な
疑
問
と
懸
念
を
生
ん
で
い
る
。
医
療
費
抑
制
策
を
と
る

政
府
は
今
後
こ
の
医
療
制
度
に
よ
り
医
療
提
供
を
制
限
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
も
生
じ
て
い
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
今
回
の
制
度
改
正
に
よ
っ
て
、
保
険
料
の
年
額
が
平
成
十
九
年
度
よ
り
高

く
な
る
後
期
高
齢
者
の
人
数
如
何
。
ま
た
世
帯
数
如
何
。
さ
ら
に
負
担
増
の
最
大
は
ど
こ
の
市
町
村
で
、
ど
の
よ
う
な
収
入

を
得
て
い
る
高
齢
者
と
な
る
の
か
回
答
を
求
め
る
。
調
査
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
如
何
。

二

平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
政
府
参
考
人
は
、
必
要
か
つ
適
切
な
医
療
を
後
期
高
齢
者
に
も

提
供
す
る
と
答
弁
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
後
期
高
齢
者
へ
の
適
切
な
医
療
と
は
若
年
者
に
対
す
る
適
切
な
医
療
と
差
異
が

生
じ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
の
解
釈
か
見
解
如
何
。
あ
る
と
す
れ
ば
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
差
異
と
考
え
る
の
か
回
答
を

求
め
る
。

三

後
期
高
齢
者
は
一
般
的
に
若
年
者
よ
り
生
命
予
後
不
良
で
あ
り
、
ま
た
医
療
費
が
高
額
と
な
る
こ
と
が
多
い
が
生
命
予
後

や
必
要
と
な
る
医
療
費
で
適
切
な
医
療
を
区
分
す
る
こ
と
に
対
す
る
見
解
如
何
。
若
年
者
と
比
較
し
た
生
命
予
後
や
必
要
と

一



な
る
医
療
費
を
も
っ
て
保
険
医
療
の
内
容
を
年
齢
で
区
分
す
る
こ
と
を
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
諮
問
す
る
こ
と
は
あ

り
得
る
の
か
回
答
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

二


